
令和２年度（２０２０年度）
障害者虐待対応状況調査結果の詳細



養護者による障害者虐待の概要（県内）

①虐待の類型

※重複あり

②性別

男性 ３人（２５．０％）
女性 ９人（７５．０％）

③障がい種別

④障害支援区分

障害支援区分・・・障害者に対し必要とされる標準的な支援の度合いを表す区分。

⑤年齢

通報者の内訳 ※重複あり

１ 通報者について

２ 被虐待者について

※重複あり

相談・通報者 件数（割合）

本人 40件（４１．３％）

家族・親族 12件（１２．４％）

近隣住民・知人 4件（ ４．１％）

医療機関関係者 １件（ １．０％）
相談支援専門員・
障害者福祉施設従事者等 11件（１１．３％）

警察 22件（２２．７％）

市町村行政職員 3件（ ３．１％）

その他（※） 4件（ ４．１％）

類 型 件数（割合）
身体的虐待 １１件（６８．８％）
心理的虐待 ２件（１２．５％）
放棄・放置（ネグレクト） １件（ ６．２％）
経済的虐待 ２件（１２．５％）

年 齢 人数（割合）

～１７歳 ０人（ ０％）
１８歳、１９歳 １人（ ８．３％）
２０歳～２９歳 ０人（ ０％）
３０歳～３９歳 １人（ ８．３％）
４０歳～４９歳 ２人（１６．７％）
５０歳～５９歳 ４人（３３．４％）
６０歳～６４歳 ３人（２５．０％）
６５歳以上 １人（ ８．３％）

※その他は、介護保険法に基づく居宅サービス事業等従事者
等、生活困窮者自立支援センター等

障がい種別 人数（割合）
身体障がい ３人（２３．１％）
知的障がい ３人（２３．１％）

精神障がい（発達障がいを除く） ６人（４６．１％）
その他 １人（７．７％）

障害支援区分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 区分な
し

人数（割合） ０人
（0％）

１人
（８．３%）

０人
（０%）

２人
（１６．７%）

０人
（０％）

０人
（０％）

９人
（７５．０%）



養護者による障害者虐待の概要（県内）

男性 ９人（６９．２％）
女性 ４人（３０．８％）

②分離を行った事例の対応

①被虐待者からみた虐待者の続柄

３ 虐待者について

②虐待者の性別（虐待者の計１３人）

③虐待者の年齢

４ 虐待への対応

①分離の有無

③分離を行っていない事例の対応

件数（割合）

養護者に対する助言・指導
（介護負担軽減のための事業に至った事例を除く）

６件（３７．５％）

被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用 ２件（１２．５％）

既に障害福祉サービスを受けているが、サービス等利用計
画を見直し

２件（１２．５％）

被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用 １件（ ６．３％）

再発防止のための定期的な見守りの実施 ５件（３１．２％）

件数（割合）

契約による障害福祉サービスの利用 ２件（３３．３％）

身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づく
やむを得ない事由による措置

０件（ ０％）

上記以外の方法による一時保護 １件（１６．７％）

その他 ３件（５０．０％）

件数（割合）
被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待
者数

６件（５０．０％）

被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数
（一度も分離していない被虐待者数）

６件（５０．０％）

対応について検討・調整中の被虐待者数 ０件（ ０％）
その他（以前から別居） ０件（ ０％）

年 齢 人数（割合）
～１７歳 ０人（ ０％）

１８歳～２９歳 １人（ ７．６％）
３０歳～３９歳 ０人（ ０％）
４０歳～４９歳 ０人（ ０％）
５０歳～５９歳 ３人（２３．１％）
６０歳～６４歳 ３人（２３．１％）
６５歳～７４歳 ３人（２３．１％）
７５歳以上 ３人（２３．１％）

続柄 人数（割合）

父 ２人（１５．４％）

母 ３人（２３．０％）

夫 ４人（３０．８％）

妻 ０人（ ０％）

兄弟、姉妹 ４人（３０．８％）

祖父、祖母 ０人（ ０％）



①虐待の類型 ※重複あり

②被虐待者の性別

男性１７人（５３．１％）
女性１５人（４６．９％）

③被虐待者の障がい種別

④被虐待者の障害支援区分

⑤被虐待者の年齢

通報者の内訳 ※重複あり

１ 通報者について

２ 虐待の事実が認められた事例

障害支援
区分

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 区分な
し

人数
（割合）

０人
（0%）

０人
（０%）

１人
（3.1%）

９人
（28.1%）

７人
（21.9%）

１１人
（34.4%）

４人
（12.5%）

※重複あり

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の概要（県内）

類 型 件数（割合）

身体的虐待 ８件（５０．０％）

性的虐待 ２件（１２．５％）

心理的虐待 ５件（３１．２％）

経済的虐待 １件（ ６．３％） ⑥虐待のあった施設・事業所の種別

件数（割合）

本人 ３件（ ６．０％）

家族・親族 ４件（ ８．０％）

近隣住民・知人 １件（ ２．０％）

医療機関関係者 １件（ ２．０％）

相談支援専門員 ７件（１４．０％）

当該施設・事業所設置者・管理者サービス
管理責任者等

１９件（３８．０％）

当該施設・事業所元職員 １件（ ２．０％）

当該施設・事業所利用者 ２件（ ４．０％）

警察 １件（ ２．０％）

市町村行政職員 １件（ ２．０％）

その他・不明 １０件（２０．０％）

障害者支援
施設

生活介護
就労継続
支援Ａ型

共同生活
援助

一般相談支援
及び特定相談

件数
（割合）

４件
（33.3%)

３件
（25.0％）

2件
（16.7％）

２件
（16.7%)

１件
（ ８．３％）

障がい種別 人数（割合）
身体障がい ２人（ ６．３％）
知的障がい ２９人（９０．６％）
精神障がい １人（ ３．１％）

年 齢 人数（割合）
～１７歳 ０人（１０．５％）

１８歳・１９歳 ０人（ ０．０％）
２０歳～２９歳 ６人（１８．８％）
３０歳～３９歳 ３人（ ９．４％）
４０歳～４９歳 ７人（２１．９％）
５０歳～５９歳 ２人（ ６．２％）
６０歳～６４歳 ２人（ ６．２％）
６５歳以上 １１人（３４．４％）
不明 １人（ ３．１％）



障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の概要（県内）

通報件数 虐待判断件数

４４ 件 １２ 件確認調査

事例 虐待の類型
被虐待者の

障がい種別・人数
虐待の内容

虐待があった
施設の種別

虐待者の
職種

虐待に対して採った措置
（県・市町村又は労働局）

1
身体的虐待
心理的虐待

身体障がい（１人）、
知的障がい（７人）

管理者が肩をつかんで乱暴に
揺さぶる、頭を平手打ち、腕を
つかんで引きずる。「おまえ」「来
なくてよい」等、日常的に威圧
的な態度で心理的圧迫を加え
た。

生活介護
サービス管理責任
者

障害者総合支援法に基づく改善勧告

2 身体的虐待 知的障がい（１人）
施設長が利用者を複数回ビン
タした。 就労継続支援A型 管理者

施設・事業所等から市区町村への改善
計画の提出

3 身体的虐待 知的障がい（１人）
職員が利用者に平手打ちしたり、
包丁を向ける。

共同生活援助 世話人
施設・事業所等から市区町村への改善
計画の提出

4 身体的虐待 知的障がい（１人）

職員が利用者にアルコール消
毒液を吹きかける。馬乗りになり
身体に傷を負わせた。

生活介護 生活支援員
施設・事業所等から市区町村への改善
計画の提出

5
身体的虐待
心理的虐待

知的障がい（１人）
職員が利用者の頭をぐりぐりした。
「出ていけ」「ボケている」と言わ
れた。

生活介護 生活支援員
施設・事業所等から市区町村への改善
計画の提出

6 身体的虐待 知的障がい（１人）

職員が利用者の肛門をデッキ
ブラシで突いて、裂傷を負わせ
た。

障害者支援施設 生活支援員
障害者総合支援法に基づく改善勧告



障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の概要（県内）

事例 虐待の類型
被虐待者の

障がい種別・人数
虐待の内容

虐待があった
施設の種別

虐待者の
職種

虐待に対して採った措置
（県・市町村又は労働局）

7 心理的虐待 知的障がい（１人）
職員が利用者の性格を否定的に他者
へ伝えた。

一般相談支援及び
特定相談支援

相談支援専門員
施設・事業所等から市区町村への改善
計画の提出

8 経済的虐待 知的障がい（６人）
職員が利用者の所持金に対して不適
切な取り扱いをした。

障害者支援施設 生活支援員 障害者総合支援法に基づく改善勧告

9 身体的虐待 身体障がい（１人）
職員が利用者の右手を強く握ったり、
顔を殴打した。タオルを顔面に押し付
けた。

障害者支援施設 生活支援員
施設・事業所等から市区町村への改善
計画の提出

10
身体的虐待、
心理的虐待、
性的虐待

知的障がい（８人）
職員が利用者を殴る、下着をつかみ
持ち上げた。利用者同士に性行為を
強要した。

障害者支援施設 生活支援員 障害者総合支援法に基づく立入検査

11 性的虐待
知的障がい（１人）、
精神障がい（１人）

職員が利用者の胸をつかむ。別の利
用者に性的行為を行った。

共同生活援助 生活支援員 障害者総合支援法に基づく立入検査

12 心理的虐待 知的障がい（１人）

管理者及び従事者が利用者に仕事
が雑であることをちゃかしたり、変態扱
いする等日常的に不適切な声掛けを
した。

就労継続支援A型
管理者、生活支援
員

障害者総合支援法に基づく改善勧告


